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松

野
生
動
物
を
す
み
つ
か
せ
な
い

①
食
べ
物
の
匂
い
を
さ
せ
な
い

　
×
畑
に
廃
棄
野
菜
や
生
ゴ
ミ
を
放
置
。

　
×
野
菜
や
果
樹
を
放
置
。

　
×
ペ
ッ
ト
の
残
飯
や
フ
ン
を
放
置
。

②
電
気
柵
な
ど
で
防
衛
す
る

　
×
柵
の
な
い
野
菜
畑
。

③
隠
れ
場
や
逃
げ
場
を
な
く
す

　
×
ヤ
ブ
に
な
っ
た
放
棄
地
。

　（
田
畑
・
空
き
家
・
山
林
）

④
地
域
の
皆
で
追
い
払
い
を
行
う

　
◎
音
を
立
て
な
が
ら
、
人
が
近
づ
く
。

　
※
安
全
の
た
め
に
、
次
の
も
の
を
用
意
し

　
　
ま
し
ょ
う

　
べ
ニ
ア
板
な
ど
盾
に
な
る
も
の

　
パ
チ
ン
コ
な
ど
、
武
器
に
な
る
も
の

電
気
柵
を
効
果
的
に
使
用
す
る

①
断
線
・
漏
電
さ
せ
な
い

　
◎
電
線
に
草
木
が
触
れ
て
い
な
い

②
電
気
が
流
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る

　
◎
動
物
の
足
が
土
に
触
れ
る

出
会
わ
な
い
た
め
に

　
外
出
時
に
は
鈴
や
ラ
ジ
オ
で
音
を
鳴
ら

し
、
人
間
の
存
在
を
知
ら
せ
る
。

出
会
っ
て
し
ま
っ
た
ら

　
慌
て
ず
、
静
か
に
見
つ
め
合
っ
た
ま
ま
後

退
し
、
そ
の
場
を
離
れ
る
。

作
物
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す

■
イ
ノ
シ
シ
は
、
作
物
が
あ
る
場
所
と
時
期

を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
皆
さ
ん
が
畑
を
始
め
る
春
か

ら
の
出
没
が
増
え
ま
す
。

■
昨
年
、
イ
ノ
シ
シ
被
害
が
あ
っ
た
な
ら

ば
、
今
年
も
被
害
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　
エ
サ
場
と
し
て
覚
え
ら
れ
た
場
合
、
地
域

に
住
み
着
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
以
下
を
参
考
に
、
近
隣
の
皆
さ
ん
と
協
力

し
住
み
良
い
地
域
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

③
常
に
電
気
を
流
し
て
お
く

　
◎
電
源
を
入
れ
な
い
と
き
は
、
柵（
電
線
）

　
を
片
付
け
る

自
己
防
衛
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

■
電
気
柵
な
ど
防
除
資
材
の
購
入
補
助
制
度

が
あ
り
ま
す（
市
内
の
農
地
へ
、
電
気
柵
な

ど
の
被
害
防
除
柵
を
設
置
す
る
場
合
）。

■
ワ
ナ
猟
免
許
取
得
費
用
の
補
助
制
度
が
あ

り
ま
す
。
被
害
で
お
困
り
の
皆
さ
ん
に
よ
る

自
己
防
衛
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　
不
明
点
や
各
種
申
請
に
つ
い
て
は
、
問
合

せ
先
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
つ
い
て

■
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
の
捕
獲

　
ワ
ナ
猟
免
許
所
持
者
は
市
へ
申
請
す
る
こ

と
で
、
猟
期
外
に
お
い
て
も
捕
獲
が
許
可
さ

れ
ま
す（
条
件
：
所
有
地
の
被
害
防
止
が
目

的
で
捕
獲
檻
を
用
い
た
捕
獲
に
限
る
）。

■
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
小
動
物
の
捕
獲

　
狩
猟
免
許
を
持
た
な
い
人
で
も
、
市
へ
申

請
す
る
こ
と
で
捕
獲
が
許
可
さ
れ
ま
す（
条

件
：
所
有
す
る
建
物
の
被
害
防
止
が
目
的
で

あ
り
、
小
型
檻
を
用
い
た
捕
獲
に
限
る
）。

有
害
鳥
獣
捕
獲
隊

　実
績

　
安
中
市
で
は
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
隊
お
よ
び

実
施
隊
に
よ
り
、
適
正
な
捕
獲
を
行
っ
て
い

ま
す（
群
馬
県
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
計
画
に

基
づ
く
）。

■
そ
の
た
め
、
捕
獲
用
の
檻
や
ワ
ナ
を
民
有

地
に
設
置
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
有
害
鳥
獣
捕
獲
隊
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
主
に
左
表
の
野
生
動
物
を
有
害
鳥

獣
と
し
て
捕
獲
し
ま
し
た
。

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ

　 年 度

イ ノ シ シ

アライグマ

ハクビシン

ニホンザル

2016

652

237

171

21

2017

526

238

180

10

2018

464

170

122

20

2019

909

178

102

30

単位：頭

※2019年は4月1日～2020年2月29日までの値

差
し
押
さ
え
た
不
動
産
を
公
売
し
ま
す

－

ど
な
た
で
も
入
札
に
参
加
で
き
ま
す

－

あんなかのおしごと通信 Vol.6

収
納
課
収
納
整
理
係
（
☎
内
線
１
０
８
４
）

本

　
市
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
を
公
売
し
、
入
札
に

よ
っ
て
売
却
し
ま
す
。
今
回
は
、
土
地
１
件
が
公
売
対
象
で
、
売
却
代
金

は
市
税
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　
公
売
機
会
を
増
や
す
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
入
札
・
売
却
と
税
収
確
保

を
目
指
し
ま
す
。
原
則
ど
な
た
で
も
参
加
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
公
売
広
報
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

●夜間納税相談窓口
　市役所開庁時間に納税相談ができない人のために、下記の開設日（納期限日）には夜間窓
口を開設しています。
開設日▶6月1日（月）　　時　間▶午後8時まで　　場　所▶□本 収納課

※直前に公売を中止する場合があります。事前に公売実施の有無
を問い合わせてください。
※農地のため公売参加には農業委員会の発行する買受適格証明書
の提出が必要です。

物件の詳細と公売参加の手続きについては、市の
ホームページ、または、□本 収納課・□松 住民福祉課に
用意した「公売広報」をご覧いただき確認してくだ
さい。

　近年、竹林の生育面積の拡大とそれに伴う森林の荒廃が問題となりつつあります。そのほかにも住宅地や
農地では地下茎による隣地への侵入や日照不足、積雪時の倒伏による道路通行への支障など様々な環境問題
が生じています。
　本市では市民の住環境の向上を図ることを目的として、市民の皆さんが自主的に行う竹林の管理活動に対
して竹を駆除するための薬剤の供与と注入用器具および竹粉砕機の貸与を行っています。

【対象となる取り組み】
市内に竹林を所有する人または委任を受けた人が、自主的に行う竹林の管理活動

【助成内容】
●薬剤の供与
　竹1本あたり10mlの薬剤を供与します。原則として1,000本まで供与対
象となります。ただし、竹林の面積のうち500㎡の範囲における竹に限
り、追加で認定できます。竹の本数を数えるのが困難な場合は、一般的
な竹林の平均密度（1㎡あたり2本）を元に供与する薬剤を算定します。
●作業器具、薬剤注入用器具の貸与
　竹に穴を開ける充電式ドリルおよび薬剤注入用器具を貸与します。貸
与期間は14日以内となります。
●竹粉砕機の貸与
　伐採した竹を粉砕する竹粉砕機を貸与します。竹粉砕機を貸与する期間は7日以内となります。竹粉砕機の
燃料代や管理費など利用に係る全ての費用は、貸与を受けた人の負担となります。料金については、□松 農林
課林政鳥獣対策係までお問合せください。

【申請方法】
　□松 農林課林政鳥獣対策係で申請書・借用書を受領し記入、管理計画書・位置図・竹林の現況写真（２枚以
上）・はんこを持参のうえ窓口で申請してください。
※自治会、ボランティア団体への補助制度（ぐんま緑の県民基金）もあります。詳しくはお問合せください。

竹林の管理に困っていませんか

安中市で行っている取り組みや事業を
紹介します。

不動産単独公売の概要

入札期日

売却
区分
番号

2－1

所在地

松井田町
新堀字
川久保

土地

田3筆
畑1筆

土地
面積

（㎡）

2622

建物

－

建物
面積

（㎡）

－

最低
入札価額

（円）

3,420,000

公売
保証金
（円）

350,000

そ の 他

7月27日（月）
受付開始：午後1時
入札開始：午後2時

場　　所 □本 305会議室


